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教育 福祉 保険 税 くらし

持�

他
の
健
康
保
険
の
保
険
証
、
国
民
健
康
保

険
の
保
険
証
、印
鑑
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
、

写
真
入
り
の
本
人
確
認
書
類
な
ど

注�

５
月
末
ま
で
に
国
民
健
康
保
険
の
喪
失
の

手
続
き
を
し
た
人
に
は
、
他
の
健
康
保
険

を
取
得
す
る
ま
で
の
保
険
料
を
通
知
し
て

い
ま
す
の
で
、支
払
い
を
お
願
い
し
ま
す
。

Ｑ
４
．
保
険
料
を
納
期
限
ま
で
に
支
払
わ
な

い
場
合
は
、
ど
う
な
る
の
か
。

Ａ
．
督
促
状
や
催
告
書
を
送
付
し
ま
す
。
さ

ら
に
滞
納
を
続
け
る
と
、
有
効
期
限
の
短
い

保
険
証
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
特
別
な
事
情
が
な
く
滞
納
を
続
け
て

い
る
と
、
預
貯
金
や
財
産
の
差
押
え
に
至
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
保
険
収
納

課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
５
．
通
知
さ
れ
た
保
険
料
の
支
払
い
が
困

難
な
場
合
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。

Ａ
．
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
、
保
険
料
の

支
払
い
方
法
の
相
談
が
で
き
ま
す
の
で
、
保

険
収
納
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
一
定
事
由
に
限
り
、
保
険
料
の
減
額
申

請
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
に
つ
い
て　

問
保
険
課
保
険
料
係

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
２
５

納
付
の
相
談
に
つ
い
て　

問
保
険
収
納
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７
、
１
５
３

８

高齢者教養講座を開講
対 ６０歳以上の市内在住者
定各講座先着５０人
申６月７日（水）から

問菊水老人福祉センター
℡ ０６－６９９２－７６２２

問佐太老人福祉センター
℡ ０６－６９０１－５７４８
注�講師の都合により日程変更の場合有り

国
民
健
康
保
険
料
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
１
．
平
成
２９
年
度
国
民
健
康
保
険
料
の
納

入
通
知
書
が
送
ら
れ
て
き
た
。
保
険
料
の
金

額
や
計
算
方
法
の
説
明
が
聞
き
た
い
。

Ａ
．
保
険
料
に
関
し
て
は
、
保
険
課
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。
保
険
料
の
算
出
方
法
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
同
封
の
算
出
例
な
ど
で

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
２
．
送
ら
れ
て
き
た
保
険
料
の
納
入
通
知

書
の
支
払
い
が
６
月
か
ら
に
な
っ
て
い
る
。

４・５
月
分
は
払
わ
な
く
て
い
い
の
か
。

Ａ
．
保
険
料
は
４
月
～
翌
年
３
月（
１２
カ
月

分
）を
、
６
月
～
翌
年
３
月
ま
で（
１０
回
割
）

で
支
払
い
ま
す
。
４・
５
月
も
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
場
合
、（
４・５
月
も
）保

険
料
は
か
か
り
ま
す
が
、
支
払
い
は
通
常
６

月
か
ら
と
な
り
ま
す
の
で
、
支
払
う
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
３
．
会
社
で
他
の
健
康
保
険
を
取
得
し
て

い
る
が
、
平
成
２９
年
度
保
険
料
の
納
入
通
知

書
が
送
ら
れ
て
き
た
。
ど
う
し
た
ら
い
い
の

か
。

Ａ
．
国
民
健
康
保
険
の
喪
失
の
手
続
き
が
で

き
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
国
民
健

康
保
険
か
ら
他
の
健
康
保
険
に
変
更
し
た
場

合
、
必
ず
保
険
課
で
国
民
健
康
保
険
の
喪
失

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
を
し

た
翌
月
中
旬
に
、
他
の
健
康
保
険
に
加
入
す

る
ま
で
の
保
険
料
の
納
入
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。

【菊水老人福祉センター】
日時 内容 講師

６月２０日（火）

１3:3０

１3:１０ より�開講式・音楽ライブ「ギターライブ」 シンガーソングライター
犬丸翔太郎氏

６月２７日（火） 歴史講座「寺方、橋波地域についての歴史」 歴史研究家・岸田護氏
７月１１日（火） 演芸講座「創作紙芝居　他」 ころころ座・町田忠次氏　他
７月２５日（火） 講話「人生講話」 土居坊　清澤寺・澤田秀丸氏
８月3１日（木） 健康講座「高齢者の日常の健康管理について」 関西医科大学　加多乃会
９月２６日（火） 地域経済と現状について 近畿事務局職員
１０月１０日（火） 音楽講座「みんなで歌おう」 高齢者リーダー・北川睦子氏
１０月１７日（火） 健康講座「ヨガで健康で明るく」 高齢者リーダー・張知世子氏
１１月１４日（火） 福祉講座「エイジレスライフの過ごし方」 高齢者リーダー・上坂功一氏
１１月２１日（火） 健康講座「認知症予防」 地域包括支援センター職員
１２月��５日（火） 文学講座「源氏物語」 高齢者リーダー・小坂啓子氏

１２月１２日（火） 消費生活講座
「くらしの中の契約～トラブルにあわないために～」

市消費生活センター専門相談員
畑井良美氏

１２月１９日（火） 歴史講座「守口と行基菩薩」 歴史研究家・岸田護氏
平成3０年��１月１６日（火） 危機管理講座「守口の防災について」 危機管理室職員

１月２3日（火） 健康講座「ボディトーク」 ㈶大阪ガスグループ福祉財団
２月��６日（火） 「閉講式修了証授与」および音楽ライブ「弦楽四重奏」 大阪音楽大学ＯＢ

【佐太老人福祉センター】
日時 内容 講師

７月１４日（金）

１3:3０

歴史講座「旧大庭の一番村から十 (十一) 番村についての歴史」 歴史研究家・岸田護氏
９月２２日（金） 演芸講座「創作紙芝居　他」 ころころ座・町田忠次氏　他

１０月１3日（金） 音楽ライブ「ギターライブ」 シンガーソングライター
犬丸翔太郎氏

１１月１７日（金） 健康講座「認知症予防」 地域包括支援センター職員
平成3０年��１月１９日（金） 音楽ライブ「新春ライブ」 大阪音楽大学学生ＯＢ

　
平
成
２９
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料
納
入
通

知
書
を
平
成
２８
年
中
の
所
得
金
額
に
基
づ
い

て
算
出
し
、
６
月
中
旬
ご
ろ
に
各
世
帯
に
郵

送
し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
料
は
原
則
と
し
て
、
平
成

２９
年
６
月
～
平
成
３０
年
３
月
ま
で
１０
回
の
納

期
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
料
は
医
療
保
険
分
、
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
、
介
護
保
険
分（
４０
歳
以

上
６５
歳
未
満
の
人
に
限
り
ま
す
）に
区
分
さ

れ
、世
帯
の
所
得
金
額
に
か
か
る
所
得
割
額
、

世
帯
に
い
る
被
保
険
者
の
人
数
に
応
じ
て
か

か
る
均
等
割
額
、
１
世
帯
ご
と
に
か
か
る
平

等
割
額
を
そ
れ
ぞ
れ
計
算
し
、
合
算
し
た
金

額
が
納
め
る
保
険
料
と
な
り
ま
す
。

　
平
成
２９
年
度
の
医
療
保
険
分
、
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
、
介
護
保
険
分
の
保
険
料
率
と

保
険
料
額
の
計
算
方
法
は
、
表
1
の
と
お
り

で
す
。

　
な
お
、
平
成
２９
年
度
の
賦
課
限
度
額
は
医

療
保
険
分
が
５４
万
円
、
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
が
１９
万
円
、
介
護
保
険
分
が
１６
万
円
で
す

（
表
2
）。

注�

国
民
健
康
保
険
料
は
、
市
町
村
ご
と
に
料

率
や
金
額
な
ど
を
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
各
世
帯
の
保
険
料
は
、

市
町
村
の
中
で
も
世
帯
構
成
や
所
得
金
額

な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

納
付
方
法　

　
国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
に
は
、
３
つ
の

方
法
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）は
個

人
で
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

①
口
座
振
替
に
よ
る
納
付

　
金
融
機
関（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
含
む
市
委

託
契
約
先
金
融
機
関
）の
指
定
口
座
か
ら
毎

月
２７
日（
土・日
曜
、
祝
日
の
場
合
は
翌
営
業

日
）に
引
き
落
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
１２
月

は
２５
日
、
２
月
は
２６
日
で
す
。
口
座
振
替
で

の
納
付
は
、
安
心・
確
実

で
す
。
金
融
機
関
お
よ
び

保
険
収
納
課
窓
口
で
申
し

込
み
が
で
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

②
自
主
納
付

　
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ

　
エ
ン
ス
ス
ト
ア

③�

特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）

　

�

国
民
健
康
保
険
料
を
年
金
か
ら
徴
収
。
次

の
３
要
件
全
て
に
あ
て
は
ま
る
世
帯
が
対

象
で
す
。

▽�

年
額
１８
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給
し
て
い

る
▽
国
保
加
入
者
が
全
て
６５
歳
以
上
７５
歳
未
満

▽�

介
護
保
険
料
と
国
民
健
康
保
険
料
の
合
算

額
が
年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
な

い
注�

過
去
の
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る
世
帯

は
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
も
選
択
可

保
険
料
の
内
容
に
つ
い
て　

問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
２
５

納
付
の
相
談
に
つ
い
て　

問
保
険
収
納
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７
、
１
５
３

８

区分 項目 平成２８年度保険料 平成２９年度保険料

①医療
　保険分

均等割額
世帯割額

２６,８８０ 円
3６,２４０ 円

２７,０００円
3６,９６０円

計 ６3,１２０ 円 ６3,９６０円

所得割
限度額

８.７０％
５４万円

８.５５％
５４万円

②後期
　高齢者
　支援金分

均等割額
世帯割額

８,４００円
１１,４００円

８,１６０円
１１,１６０円

計 １９,８００円 １９,3２０円

所得割
限度額

２.９０％
１９万円

２.５２％
１９万円

③計
　（①＋②）

均等割額
世帯割額

3５,２８０円
４７,６４０円

3５,１６０円
４８,１２０円

計 ８２,９２０円 ８3,２８０円

所得割
限度額

１１.６０％
７3万円

１１.０７％
７3万円

④介護
　保険分

均等割額
世帯割額

１０,０８０円
９,９６０円

９,８４０円
９,７２０円

計 ２０,０４０円 １９,５６０円

所得割
限度額

２.６０�％
１６万円

２.２７％
１６万円

平
成
２９
年
度

�

国
民
健
康
保
険
料
が
決
定

もりトピ もりトピ

【所得割】（2,300,000 円－ 330,000 円）× 8.55/100 ＝	 168,435 円	 ・・・ （ア）
　　　　　平成28年中所得金額　　基礎控除　　　　　　料率
【被保険者均等割】　　　　　加入人数 4人× 27,000 円＝	 108,000 円	 ・・・ （イ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1人当たり　均等割額
【世帯別平等割】世帯単位で賦課される保険料額	 36,960 円	 ・・・ （ウ）
医療保険分の年間保険料
　		（ア）168,435 円＋（イ）108,000 円 +（ウ）36,960 円＝	 313,390 円	 ・・・ （エ）

【所得割】（2,300,000 円－ 330,000 円）× 2.52/100 ＝	 49,644 円	 ・・・ （オ）
　　　　　平成28年中所得金額　　基礎控除　　　　　　料率
【被保険者均等割】　　　　　	 加入人数 4人× 8,160 円＝	 32,640 円	 ・・・ （カ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1人当たり　均等割額
【世帯別平等割】世帯単位で賦課される保険料額	 11,160 円	 ・・・ （キ）
後期高齢者支援金分の年間保険料
　　　（オ）49,644 円＋（カ）32,640 円 +（キ）11,160 円＝	 93,440 円	 ・・・ （ク）

【所得割】（2,300,000 円－ 330,000 円）× 2.27/100 ＝	 44,719 円	 ・・・ （ケ）
　　　　　平成28年中所得金額　　基礎控除　　　　　　料率
【被保険者均等割】　　40歳〜 64歳　2人× 9,840 円＝	 19,680 円	 ・・・ （コ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1人当たり　均等割額
【世帯別平等割】世帯単位で賦課される保険料額	 9,720 円	 ・・・ （サ）
介護保険分の年間保険料
　　　（ケ）44,719 円＋（コ）19,680 円 +（サ）9,720 円＝	 74,110 円	 ・・・ （シ）

	 医療保険分	 ＋	 後期高齢者支援金分	 ＋	 介護保険分	 ＝	 年間国民健康保険料
	 （エ）	 	 （ク）	 	 （シ）	
	 313,390 円	 ＋	 93,440 円	 ＋	 74,110 円	 ＝	 480,940 円

【６月分】	 	 	 48,130 円
	 	 	
【７月分〜３月分】		 	 48,090 円

①国保加入人数　４人（うち２人は40歳〜64歳）
②平成28年中の所得金額　230万円

医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の各々の年間保険料を計算します。

医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の保険料を合算し、世帯の年間国民健
康保険料を計算します。

実際に 6月から来年 3月までの各月の保険料を計算します。

ステップ①

ステップ②

ステップ③

医療保険分保険料

後期高齢者支援金分保険料

介護保険分保険料

年間国民健康保険料

各月の国民健康保険料

保険料の計算（例） 設定条件

の人数

表 1

表 2


